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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】オブジェクト基盤オーディオサービスの機能を
増大させてオーディオコンテンツファイルの各オブジェ
クトへのアクセスの容易性を増加させるための、オブジ
ェクト基盤オーディオサービスのための多重オブジェク
トオーディオコンテンツファイルの生成、編集、および
再生方法と、オーディオプリセット生成方法を提供する
。
【解決手段】多重オブジェクトオーディオコンテンツフ
ァイル生成方法は、オーディオコンテンツを構成するそ
れぞれのオブジェクトに対して複数のフレームを生成す
るフレーム化ステップと、生成されたフレームを再生時
刻を基準としてグループ化して格納することによって多
重オブジェクトオーディオコンテンツファイルを生成す
るコンテンツファイル生成ステップとを含む。オブジェ
クト基盤オーディオサービスの機能を増大させ、オーデ
ィオコンテンツファイルの各オブジェクトへのアクセス
の容易性を増加させる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルの再生方法であって、
　複数のオーディオオブジェクトを含む多重オブジェクトオーディオコンテンツファイル
および前記オーディオオブジェクトに関連する少なくとも１つのオープィオプリセット情
報を受信するステップと、
　前記少なくとも１つのオーディオプリセット情報を用いて多重オブジェクトオーディオ
コンテンツファイルを再生するステップと、
　を含む多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルの再生方法。
【請求項２】
　前記多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルを再生するステップは、前記オー
ディオプリセット情報に基づいて前記多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルに
含まれたオーディオオブジェクトの信号レベルを制御することを特徴とする請求項１に記
載の多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルの再生方法。
【請求項３】
　前記オーディオプリセット情報は、前記複数のオーディオオブジェクトのうち、ユーザ
または編集者から選択されたオーディオオブジェクトに関連する情報であることを特徴と
する請求項１に記載の多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルの再生方法。
【請求項４】
　前記オーディオプリセット情報は、複数のオーディオプリセット情報に対する全体個数
およびプリセッ名を含むことを特徴とする請求項１に記載の多重オブジェクトオーディオ
コンテンツファイルの再生方法。
【請求項５】
　前記オーディオプリセット情報は、前記多重オブジェクトオーディオコンテンツファイ
ルの内部に格納されたり、または前記多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルと
別のファイルに格納されることを特徴とする請求項１に記載の多重オブジェクトオーディ
オコンテンツファイルの再生方法。
【請求項６】
　前記多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルを再生するステップは、ユーザの
要請に応じて前記多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルに含まれたオーディオ
オブジェクトのうち少なくとも１つのオーディオオブジェクトを削除/変更したり、また
は他のオブジェクトを追加することによって再生することを特徴とする請求項１に記載の
多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルの再生方法。
【請求項７】
　多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルの再生方法であって、
　複数のオーディオオブジェクトを含む多重オブジェクトオーディオコンテンツファイル
および前記オーディオオブジェクトに関連する少なくとも１つのオープィオプリセット情
報を受信するステップと、
　前記ユーザの要請に応じてオーディオオブジェクトまたはオーディオプリセット情報の
変更要請を受信するステップと、
　前記変更要請が反映されたオーディオオブジェクトまたはオーディオプリセット情報に
基づいて多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルを再生するステップと、
　を含む多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルの再生方法。
【請求項８】
　前記変更要請を受信するステップは、ユーザの要請に応じて前記多重オブジェクトオー
ディオコンテンツファイルに含まれたオーディオオブジェクトのうち少なくとも１つのオ
ーディオオブジェクトを削除/変更したり、または他のオブジェクトを追加する変更要請
を受信することを特徴とする請求項７に記載の多重オブジェクトオーディオコンテンツフ
ァイルの再生方法。
【請求項９】
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　前記変更要請を受信するステップは、前記オーディオプリセット情報に含まれたオーデ
ィオオブジェクトの信号レベルを調整する変更要請を受信することを特徴とする請求項７
に記載の多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルの再生方法。
【請求項１０】
　多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルの再生方法であって、
　複数のオーディオオブジェクトを含む多重オブジェクトオーディオコンテンツファイル
および前記オーディオオブジェクトに関連するオーディオプリセット情報を受信するステ
ップと、
　前記オーディオプリセット情報によって複数のオーディオオブジェクトの信号レベルを
調整し、多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルを再生するステップと、
　を含む多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルの再生方法。
【請求項１１】
　多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルの再生方法であって、
　複数のオーディオオブジェクトを含む多重オブジェクトオーディオコンテンツファイル
および前記オーディオオブジェクトに関連する複数のオーディオプリセット情報を受信す
るステップと、
　ユーザの入力によって選択されたオーディオプリセット情報に基づいて前記複数のオー
ディオオブジェクトが調整された多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルを再生
するステップと、
　を含む多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルの再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オブジェクト基盤オーディオサービスのための多重オブジェクトオーディオ
コンテンツファイルの生成、編集、および再生方法と、オーディオプリセット生成方法に
関し、より詳細には、オブジェクト基盤オーディオサービスの機能を増大させてオーディ
オコンテンツファイルの各オブジェクトへのアクセスの容易性を増加させるための、オブ
ジェクト基盤オーディオサービスのための多重オブジェクトオーディオコンテンツファイ
ルの生成、編集、および再生方法と、オーディオプリセット生成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＴＶ放送、ラジオ放送、ＤＭＢなどのような放送サービスを介して提供されるオーディ
オ信号は、様々な音源から取得されたオーディオ信号が合成されて１つのオーディオ信号
として格納／送信されるものである。
【０００３】
　このような環境では、視聴者が全体オーディオ信号の強度などを調節することは可能で
あるが、オーディオ信号内に含まれた各音源別にオーディオ信号の強度を調節するなどの
ような、音源別のオーディオ信号の特性制御は不可能である。
【０００４】
　しかしながら、オーディオコンテンツを著作するときに、各音源別にオーディオ信号を
合成せずに独立的に格納するとすれば、コンテンツ再生端末では各音源別のオーディオ信
号に対する強度などを制御しながら該当のコンテンツを視聴できるようになる。このよう
に、格納／送信端で複数のオーディオ信号を独立的に格納／送信し、視聴者が受信機（コ
ンテンツ再生端末）でそれぞれのオーディオ信号を適切に制御しながら聴取できるように
するオーディオサービスを「オブジェクト基盤オーディオサービス」と言う。
【０００５】
　このようなオブジェクト基盤オーディオコンテンツには、既存のＭＰ３、ＡＡＣ（Ａｄ
ｖａｎｃｅｄ　Ａｕｄｉｏ　Ｃｏｄｉｎｇ）などの音楽ファイルとは異なり、複数のオー
ディオオブジェクトが含まれている。ＭＰＥＧ－４システム規格（ＩＳＯ／ＩＥＣ１４４
９６－１）では、複数のオブジェクトを含むコンテンツのファイル構造に対して定義して
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おり、オブジェクト基盤オーディオコンテンツの格納に活用することができる。
【０００６】
　一般的なマルチメディアサービスの場合、１つのオーディオオブジェクトと１つのビデ
オオブジェクトでサービスがなされる場合が大部分であるが、ＭＰＥＧ－４システム規格
では、複数のオブジェクトを含むマルチメディアサービスに対して定義している。オブジ
ェクト基盤オーディオサービスの場合にも、ＭＰＥＧ－４システムの定義と類似するよう
に、複数のオブジェクトを含むマルチメディアコンテンツサービスであると言える。
【０００７】
　しかしながら、ＭＰＥＧ－４システム規格では、オーディオ、ビデオ、静止画などの多
様な形態のメディアをすべて含む形態のファイル構造を定義していることに比べ、オブジ
ェクト基盤オーディオコンテンツの場合には、同種類の多数のオブジェクトを含む特徴が
あり、既存のＭＰＥＧ－４システムで定義しているファイル構造よりも効率的にコンテン
ツを格納して各オブジェクトに対するアクセスの容易性を高めることができる可能性があ
る。
【０００８】
　一方、ＭＰＥＧ－４システム規格（ＩＳＯ／ＩＥＣ１４４９６－１）では、複数のオブ
ジェクトを含むコンテンツのファイル構造に対して定義しているが、このようなＭＰＥＧ
－４システム規格によるファイルフォーマットには、オブジェクトの３次元場面情報であ
る「ＢＩＦＳ」とオブジェクトに対する情報である「ＯＤ」、およびそれぞれのオブジェ
クトのストリームにアクセスすることができる「索引情報」が含まれ、ＢＩＦＳ、ＯＤな
どと各オブジェクトストリームデータが含まれる。ここで、各オブジェクトデータは、フ
ァイル内部に存在することもできるし、他のファイルとして存在することもできる。この
とき、それぞれのオブジェクトストリームに対する「索引情報」は、各オブジェクト別に
区分されて生成されて格納され、それぞれのオブジェクトストリームもストリーム別に区
分されて格納される。
【０００９】
　上述したような従来のＭＰＥＧ－４システム規格によるオブジェクト基盤オーディオコ
ンテンツサービスを「オブジェクトへのアクセスの容易性」側面において詳察すれば、多
数のオブジェクトを格納する場合、オブジェクト別にフレームを格納したり全体オブジェ
クトデータを順に格納する方式を採用していたため、オブジェクトへのアクセス性が著し
く低下するという問題点があった。
【００１０】
　また、上述したような従来のオブジェクト基盤オーディオコンテンツサービスでは、コ
ンテンツファイルの各オブジェクトに対するアクセスの容易性のために（すなわち、ラン
ダムアクセス（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ）を容易にするために）、各フレームの位置
情報、大きさ情報などを「索引（ｉｎｄｅｘ）情報」として用いる。しかしながら、この
ような従来の索引情報生成方法は、各メディアの最小再生単位（オーディオの場合はフレ
ーム単位）を基盤として生成するため、すなわち、フレーム別に索引情報を生成しなけれ
ばならないため、生成される索引情報量が大きく、索引情報を求める演算量も多く、これ
によってランダムアクセス速度が遅くなるという問題点があった。
【００１１】
　一方、ＭＰＥＧ－４システムでは、ＢＩＦＳデータおよびＢＩＦＳコマンド（ｃｏｍｍ
ａｎｄ）を用いてユーザインタラクションを介した３次元場面情報を変更することができ
るが、著作段階ではこのような変更された３次元場面情報を考慮してＢＩＦＳデータを適
切に生成しなければならず、コンテンツ再生端末ではＢＩＦＳコマンドを解釈できなけれ
ばならない。このように、ＭＰＥＧ－４システムでは、多様なユーザインタラクションの
ための機能を含んでいるが、このような機能のためには、著作段階やコンテンツ再生端末
で多少複雑な動作の実行が求められる特徴がある。
【００１２】
　しかしながら、オブジェクト基盤オーディオサービスでは、ユーザが各オーディオオブ
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ジェクトの位置、音の大きさなどを制御すれば、新たな３次元オーディオ場面情報（プリ
セット）を容易に生成することができるであろう。
【００１３】
　このように、ユーザによってオーディオプリセットを自由に生成できるようにしたり、
またはオブジェクト基盤オーディオコンテンツファイルのオブジェクトに対してオブジェ
クト追加／削除／変更が可能なようにすれば、ユーザインタラクションを機能を介してオ
ブジェクト基盤オーディオサービスの機能を増大させることができるであろう。
【００１４】
　すなわち、オブジェクト基盤オーディオコンテンツサービスの提供において、オブジェ
クト基盤オーディオサービスの機能を増大させ、各オブジェクトに対するアクセスの容易
性を高めることができる効率的なコンテンツファイル構造が切に求められている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明は、上述したような要求に応じるために提案されたものであって、オブジェクト
基盤オーディオサービスの機能を増大させてオーディオコンテンツファイルの各オブジェ
クトへのアクセスの容易性を増加させるための、オブジェクト基盤オーディオサービスの
ための多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルの生成、編集、および再生方法と
、オーディオプリセット生成方法を提供することを目的とする。
【００１６】
　本発明の他の目的および長所は、下記の説明によって理解することができ、本発明の実
施形態によってより明確に理解できるであろう。また、本発明の目的および長所は、特許
請求の範囲に示した手段およびその組み合わせによって実現できることを容易に理解でき
るであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上述した目的を達成するために、本発明は、オブジェクト基盤オーディオサービスのた
めの多重オブジェクトオーディオコンテンツファイル生成方法において、オーディオコン
テンツを構成するそれぞれのオブジェクトに対して複数のフレームを生成するフレーム化
ステップと、前記生成されたフレームを再生時刻を基準としてグループ化して格納するこ
とによって多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルを生成するコンテンツファイ
ル生成ステップとを含む。また、前記本発明は、フレームグループ別に索引情報を生成し
て前記多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルのヘッダに格納する索引情報生成
ステップと、前記オーディオコンテンツのオブジェクトを用いてオーディオプリセットを
生成するプリセット生成ステップと、前記生成されたオーディオプリセットに対する個数
およびプリセット名を含むプリセット関連情報を生成するステップとをさらに含む。
【００１８】
　また、本発明は、オブジェクト基盤オーディオサービスのための多重オブジェクトオー
ディオコンテンツファイル生成方法において、オーディオコンテンツを構成するそれぞれ
のオブジェクトに対して複数のフレームを生成するフレーム化ステップと、前記生成され
たフレームをオブジェクト別に格納して多重オブジェクトオーディオコンテンツファイル
を生成するが、同じ再生時刻を有するフレームに対する位置情報を索引情報として前記多
重オブジェクトオーディオコンテンツファイルのヘッダに格納するコンテンツファイル生
成ステップとを含む。また、前記本発明は、前記オーディオコンテンツのオブジェクトを
用いてオーディオプリセットを生成するプリセット生成ステップと、前記生成されたオー
ディオプリセットに対する個数およびプリセット名を含むプリセット関連情報を生成する
ステップをさらに含む。
【００１９】
　また、本発明は、多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルに対するオーディオ
プリセット生成方法において、編集者またはユーザから前記多重オブジェクトオーディオ
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コンテンツファイルに対するオーディオオブジェクトのうちでオーディオプリセットの生
成に必要なオーディオオブジェクトが選択されるオブジェクト選択ステップと、前記編集
者または前記ユーザから前記選択されたそれぞれのオーディオオブジェクトに対するプリ
セット設定情報が入力される設定情報入力ステップと、前記プリセット設定情報によって
該当のオーディオオブジェクトを設定してオーディオプリセットを生成するプリセット生
成ステップとを含む。前記本発明は、前記生成されたオーディオプリセットに対する全体
個数およびプリセット名を含むプリセット関連情報を生成するステップをさらに含む。
【００２０】
　また、本発明は、多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルの編集方法において
、多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルに対するオブジェクト情報およびプリ
セット情報をユーザに提供するステップと、前記ユーザの要求に応じて前記多重オブジェ
クトオーディオコンテンツファイルに対するオブジェクトまたはプリセットを変更するス
テップとを含む。
【００２１】
　また、本発明は、多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルの再生方法において
、多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルを分析するステップと、分析結果から
前記多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルのオブジェクトフレームの位置に対
する索引情報を取得するステップと、前記索引情報を用いて再生時刻が同じであるオブジ
ェクトフレームを検索して前記多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルを再生す
るステップとを含む。また、前記本発明は、前記多重オブジェクトオーディオコンテンツ
に対するオーディオプリセットの種類を出力するステップと、ユーザから選択されたオー
ディオプリセットの設定情報を用いて該当のオーディオ場面を構成するステップとをさら
に含む。
【００２２】
　まず、本発明について簡略に説明すれば次のとおりとなる。本発明では、複数のプリセ
ットオーディオ場面情報をオーディオコンテンツファイルの内部に格納することにより、
オブジェクト基盤オーディオサービスのユーザ選択機能を可能とし、さらにユーザが定義
したプリセットオーディオ場面情報をオブジェクト基盤オーディオコンテンツファイル内
部に格納できるようにして、ユーザが新たなオーディオ場面を生成することを可能にする
。このとき、ユーザが新たなオーディオ場面を生成し、独立的なファイルで格納すること
も可能である。
【００２３】
　また、本発明は、オブジェクト基盤オーディオコンテンツのオブジェクトアクセスの容
易性のために、オブジェクト別にフレームを格納するのではなく、同じ再生時刻またはデ
コーディング時刻を有するオブジェクトのフレームをグループで束ねてファイルに格納す
る。すなわち、複数のオブジェクトをファイルで格納するとき、全体のオブジェクトデー
タを順に格納するのではなく、同じ再生時刻を有するフレームを束ねて格納する方式を用
いる。
【００２４】
　また、本発明は、ファイルにおける各オブジェクトに対するアクセスの容易性のために
、索引情報をフレーム別に格納せずに、任意のフレーム単位または時間単位で格納して用
いる。
【００２５】
　さらに、本発明は、多数のプリセット情報（プリセットおよびプリセット関連情報）を
生成してオーディオコンテンツファイル内部に格納したり、または別途の独立したファイ
ルに格納する。このように独立したファイルで格納されたプリセット情報は、以後、ユー
ザ側の処理を介して該当のオーディオコンテンツファイル内部に格納されることができる
。
【発明の効果】
【００２６】
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　上述したような本発明は、オブジェクト基盤オーディオコンテンツを効率的に格納して
送信することにより、オブジェクト基盤オーディオサービスの提供時に帯域幅を節減させ
る効果がある。
【００２７】
　また、本発明は、オブジェクト別にフレームを格納せずに、同じ再生時刻を有するオブ
ジェクトのフレームをグループで束ねて該当のオーディオコンテンツファイルに格納し、
また索引情報もフレーム別に格納せずに任意のフレーム単位または時間単位で索引情報を
格納することにより、オブジェクト基盤オーディオコンテンツのオブジェクトへのアクセ
スを容易にする効果がある。
【００２８】
　また、本発明は、オブジェクト基盤オーディオコンテンツを格納するとき、オブジェク
ト基盤オーディオサービスの機能を増大させ、各オブジェクトに対するアクセスの容易性
を高めることができる効率的なオーディオコンテンツファイルの構造を提供することによ
り、一般的なファイル構造よりも効率的にオブジェクト基盤オーディオサービスを再生で
きるようにする効果がある。
【００２９】
　また、本発明は、各オブジェクトの位置、音の強度などのような特徴に基づいて設定さ
れたプリセット（Ｐｒｅｓｅｔ）を多重オブジェクトオーディオコンテンツファイル内部
に格納したり、または別途の独立したファイルで格納してユーザに提供することにより、
オブジェクト基盤オーディオサービスをより効率的に再生できるようにする効果がある。
【００３０】
　さらに、本発明は、デジタル放送、ラジオ放送、ＤＭＢ、インターネット放送、デジタ
ル映画、ＤＶＤ、動画コンテンツ、レコードなどのようにオブジェクト基盤オーディオサ
ービスが提供されるすべての放送サービスおよびマルチメディアサービスに適用され、効
率的にオブジェクト基盤オーディオコンテンツを送信、格納、および再生できるようにす
る効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】従来のＭＰＥＧ－４システム規格による複数のオブジェクトを含むオーディオコ
ンテンツファイルを示す構成図である。
【図２】本発明に係るオブジェクト基盤オーディオサービスのための多重オブジェクトオ
ーディオコンテンツファイルの一実施形態を示す構成図である。
【図３】本発明に係る編集者プリセット情報を含む多重オブジェクトオーディオコンテン
ツファイルの一実施形態を示す構成図である。
【図４】本発明に係るユーザプリセット情報を含む多重オブジェクトオーディオコンテン
ツファイルの一実施形態を示す構成図である。
【図５】本発明に係るオブジェクト基盤オーディオサービスのための多重オブジェクトオ
ーディオコンテンツファイル生成方法に対する一実施形態を示すフローチャートである。
【図６】本発明に係るオブジェクト基盤オーディオサービスのためのオーディオプリセッ
ト生成方法に対する一実施形態を示すフローチャートである。
【図７】本発明に係る編集者側のオーディオエンコーディング装置の画面構成図である。
【図８】本発明に係るユーザのコンテンツ再生端末の画面構成図である。
【図９】本発明に係る多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルの編集方法に対す
る一実施形態を示すフローチャートである。
【図１０】本発明に係る多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルの再生方法に対
する一実施形態を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　上述した目的、特徴、および長所は、添付の図面と関連した後述する詳細な説明を介し
てより明確になるはずであり、これによって本発明が属する技術分野において通常の知識
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を有する者によって、本発明の技術的思想を容易に実施することができるであろう。さら
に、本発明の説明において、本発明と関連した公知技術に対する具体的な説明が本発明の
要旨を不必要に不明確にし得ると判断される場合には、その詳細な説明は省略する。以下
、添付の図面を参照しながら、本発明に係る好ましい一実施形態について詳しく説明する
。
【００３３】
　図１は、ＭＰＥＧ－４システム規格による複数のオブジェクトを含むオーディオコンテ
ンツファイルを示す構成図であり、図２は、本発明に係るオブジェクト基盤オーディオサ
ービスのための多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルの一実施形態を示す構成
図である。
【００３４】
　本発明と関連するオブジェクト基盤オーディオサービスの場合も、複数のオブジェクト
を含むコンテンツに関するものであるため、基本的にはＭＰＥＧ－４システムで定義して
いるコンテンツファイル構造に従うことが可能である。
【００３５】
　しかしながら、オブジェクト基盤オーディオサービスの場合は、必要に応じては１つ程
度のビデオオブジェクトを含むこともあるが、大部分はオーディオオブジェクトのみを含
み、各オーディオオブジェクトは同じ符号化方式を用い、同じフレーム大きさ（１フレー
ムがデコーディングされて再生される時間）と同じフレーム率を有し、同じ再生時刻情報
を有することが一般的である。このようなオブジェクト基盤オーディオコンテンツの特徴
は、ＭＰＥＧ－４システム規格で定義しているファイル構造よりも一層効率的なファイル
構造を有することを可能にする。
【００３６】
　ＭＰＥＧ－４システム規格による多重オブジェクトオーディオコンテンツファイル１０
は、「ヘッダ」１１と「オブジェクトデータ」１２～１４で構成されることができ、この
うち「オブジェクトデータ」が、図１に示すように各オブジェクト別１２～１４に複数の
フレームで格納されている場合には、同じ時間に再生されなければならないフレームを取
得するために各オブジェクト別に該当のフレームを探さなければならないが、もしオブジ
ェクトの数が多ければ、それだけファイル内部でオブジェクト別の該当のフレームを探さ
なければならない回数も多くなるという問題が生じるようになる。
【００３７】
　しかしながら、本発明によって、図２に示すようなファイル（多重オブジェクトオーデ
ィオコンテンツファイル）２０～２２の構造を有すれば、同じ再生時刻を有するフレーム
が一緒に集まっているため、たとえオブジェクトの数が多くても、１度の検索で同じ再生
時刻を有するフレームを１度に探すことができるようになる。
【００３８】
　したがって、本発明では、オブジェクト基盤オーディオサービスを提供するために多数
のオブジェクトをファイルで格納するとき、図１に示すように全体オブジェクトデータを
順に格納する方式を採用せずに、図２に示すように同じ「再生時刻」を有するフレームを
束ねて格納する方式を用いる（すなわち、オーディオコンテンツを構成するそれぞれのオ
ブジェクトに対する複数のフレームを、「再生時刻」を基準としてグループ化して格納す
ることによってオーディオコンテンツファイルを生成する）２２。
【００３９】
　図３は、本発明に係る編集者プリセット情報を含む多重オブジェクトオーディオコンテ
ンツファイルの一実施形態を示す構成図であり、図４は、本発明に係るユーザプリセット
情報を含む多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルの一実施形態を示す構成図で
ある。
【００４０】
　ＭＰＥＧ－４システムでは、ＢＩＦＳデータおよびＢＩＦＳコマンドを用いてユーザイ
ンタラクションを介した３次元場面情報を変更することができるが、このためには、著作
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段階で３次元場面情報変更を考慮してＢＩＦＳデータを適切に生成しなければならず、ま
た、ユーザ端末（オーディオコンテンツ再生端末）でもＢＩＦＳコマンドを解釈できなけ
ればならない。このように、ＭＰＥＧ－４システムでは、多様なユーザインタラクション
のための機能を含んでいるが、このような機能のためには、著作段階やコンテンツ再生端
末で多少複雑な動作が求められる。
【００４１】
　しかしながら、オブジェクト基盤オーディオサービスの場合には、サービス提供者側で
は各オブジェクトの位置、音の強度などのような特徴を定義した３次元オーディオ場面情
報をプリセットとして定義して提供し、コンテンツ再生端末では、プリセットを制御する
機能などのような比較的簡単な制御機能を含まなければならないが、このような機能は端
末で容易に制御することができる機能であるため、ＭＰＥＧ－４システムのような多少複
雑な構造を有さなくても端末で容易に実現することができる。
【００４２】
　したがって、オブジェクト基盤オーディオコンテンツ提供者側では、複数のオーディオ
オブジェクトで構成された３次元オーディオ場面情報のみを提供し、これを制御すること
は純然に端末で実現するようにすることが効率的である。
【００４３】
　このために、本発明では、オブジェクト基盤オーディオコンテンツに単純に複数の既に
設定された３次元オーディオ場面情報を含む方法を用いる。このとき、既に著作された３
次元オーディオ場面情報は、１次的にはコンテンツ著作者が生成するものである。
【００４４】
　すなわち、本発明では、図３に示すように、ファイル（オブジェクト基盤オーディオコ
ンテンツファイル）内部３０（より正確には、ファイルヘッダ３１）に、全体プリセット
の個数、プリセット名などのようなプリセットと関連する情報（「プリセット関連情報」
）３１１と、各オーディオオブジェクトの３次元空間上の位置、音の大きさ（信号レベル
）、反響（Ｅｃｈｏ）情報などのようなオーディオオブジェクトの特性を含む「プリセッ
ト」３１２～３１５を格納する。このようなプリセット情報（編集者プリセット情報）を
オブジェクト基盤オーディオコンテンツファイルに格納して提供せずに、別途の独立した
ファイルで格納してユーザに提供することもできる。
【００４５】
　図３に示すような構造を有するオーディオコンテンツファイルを受信して再生する端末
（例えば、視聴者の受信機など）では、プリセット関連情報３１１と各プリセット３１２
～３１５から各オブジェクトのオーディオ特性を取得して適切にオブジェクトを制御して
、３次元オーディオを再生できるようになる。
【００４６】
　一方、オブジェクト基盤オーディオサービスでは、コンテンツ再生端末のユーザが各オ
ーディオオブジェクトの位置、音の大きさ（信号レベル）などを制御することにより、新
たな３次元オーディオ場面情報を生成することもできるが、これを格納すれば、図４に示
すような「ユーザプリセット」（すなわち、オブジェクト基盤オーディオサービス提供者
側の編集者の生成したプリセットではなく、ユーザが生成したプリセット）となる。
【００４７】
　本発明では、オブジェクト基盤オーディオコンテンツファイル４０内にユーザが著作し
たプリセット情報４１を格納できるようにする構造を有する。したがって、オブジェクト
基盤オーディオサービスが提供されたユーザは、提供されたオーディオコンテンツファイ
ル４０内に自身が著作した「ユーザプリセット情報」４１を含む（格納する）ことができ
る。これとは異なり、ユーザ（ユーザ１）は、ユーザプリセット情報を該当のオーディオ
コンテンツファイルとは別途の独立的なファイルで格納して他のユーザ（ユーザ２）に提
供することもできる。このように独立的なファイルで提供される「ユーザプリセット情報
」４１は、ユーザ２の後処理過程を介して事後的に該当のオブジェクト基盤オーディオコ
ンテンツファイルに含まれることができる。
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【００４８】
　すなわち、本発明は、図４に示すように、多重オブジェクトオーディオコンテンツファ
イル４０にユーザプリセット情報４１を格納できるようにすることにより、ユーザがそれ
ぞれのオーディオオブジェクトを制御して生成した３次元オーディオ場面を新たな１つの
プリセットとして設定できるようにする。このとき、ユーザが定義したプリセット情報は
、図４に示すようにファイル内部に格納されることもできるし、図に示してはいないが、
独立したファイルで格納されることもできる。独立したファイルで格納されたユーザプリ
セット情報は、後処理過程を介して事後的に該当のファイルに含まれることもできるが、
このような点は、図３の「編集者プリセット情報」の場合と同じである。
【００４９】
　図５は、本発明に係るオブジェクト基盤オーディオサービスのための多重オブジェクト
オーディオコンテンツファイル生成方法に対する一実施形態を示すフローチャートであり
、オブジェクト基盤オーディオサービスを提供するオーディオエンコーディング装置で実
行される。
【００５０】
　一般的なオーディオ圧縮アルゴリズムは、フレーム別に圧縮するため、データを格納す
るときはフレーム単位で格納されている。フレーム別に格納されている複数のオブジェク
トオーディオ信号を有して多重オブジェクトオーディオコンテンツを生成するとき、各オ
ブジェクトを順次に格納せずに、同じ再生時刻を有するオブジェクトのフレームはグルー
プ化して格納することにより、インターネットを介した送信時に効率的な送信が可能とな
る。また、多重オブジェクトコンテンツファイル内で特定の再生時刻を有するフレームに
対する情報を探して索引情報として格納しておけば、以後にコンテンツ再生端末における
効率的な任意位置再生をなすことができるようになる。
【００５１】
　オーディオエンコーディング装置は、オーディオコンテンツを構成する複数のオーディ
オオブジェクトの入力を受け（５００）、それぞれのオブジェクトをフレーム化すること
によってそれぞれのオブジェクトに対して複数のフレームを生成する（５０２）。
【００５２】
　その後、オーディオエンコーディング装置は、生成された多数のフレームを再生時刻を
基準としてグループ化し（５０４）、フレームグループ別に該当の索引情報を生成する（
５０６）。
【００５３】
　次に、オーディオエンコーディング装置は、グループ化されたフレームはオブジェクト
データ（図２の２２）として格納し、該当の索引情報はヘッダ２１に格納されることによ
り、多重オブジェクトオーディオコンテンツファイル（図２参照）を生成する（５０８）
。
【００５４】
　以下、段階５０６の索引情報生成過程について詳しく説明すれば、次のとおりとなる。
【００５５】
　一般的なメディアファイルでは、ファイルにおけるランダムアクセスを容易にするため
に、各フレームの位置情報、大きさ情報などを索引（ｉｎｄｅｘ）情報として提供する方
法を用いる。このとき、索引情報は、各メディアの最小再生単位（オーディオの場合はフ
レーム単位）を基盤として生成することが一般的である。
【００５６】
　しかしながら、本発明では、このような索引情報をメディアの最小再生単位ではない複
数の最小再生単位をグループ化した任意の単位で生成する方法を用いる。本発明に係る方
法で索引情報を生成する場合、索引情報の大きさが一般的な場合よりも小さくなり、索引
情報の大きさの調節も可能となり、さらにランダムアクセス速度を向上させることができ
、ランダムアクセスのための演算量を減らすことができるようになる。
【００５７】
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　本発明に係る場合、直接的なメディアデータのアクセスは、グループ化した単位でのみ
なされることにより、直接的なアクセスに対する分解能（Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ）は低下
することがあるが、直接アクセスした後に再びメディアデータを追跡してフレーム単位で
アクセスすることが可能であるため、実際の分解能は一般的なフレーム単位インデキシン
グと差がなくなる。特に、一般的に秒（ｓｅｃｏｎｄ）単位程度のインデキシングが可能
となるときにマルチメディアをランダムアクセスすれば、視聴には大きい問題点がないと
いう点を勘案すれば、本発明の効果は極めて大きいと言える。
【００５８】
　例えば、秒あたり約４３個のフレームを有する１分の長さのオーディオオブジェクトが
あるとし、１つの索引情報は８バイトであるとする。これを既存の一般的な索引方法によ
って索引をするようになれば、フレーム別に索引情報を生成しなければならないため、下
記の数式１のように２０，６４０バイトが所要される。
【数１】

【００５９】
　一方、本発明の実施形態によって、フレームグループ別に索引情報を生成すれば、例え
ば、２０個のフレームあたり１つの索引情報を生成するとすれば、下記の数式２のように
約１，３２０バイトが所要される。１フレームごとに生成した索引情報を２０個のフレー
ムごとに生成するため、１／２０程度のバイトの節約が可能となる。ここで、フレームグ
ループ別に生成される索引情報には、該当のグループに属する１番目のフレームの位置情
報が含まれる。また、このように生成された索引情報は、多重オブジェクトオーディオコ
ンテンツファイルのヘッダに格納される。
【数２】

【００６０】
　本発明によれば、直接的なアクセスに対する分解能は２０倍に増えたが、これは約０．
５秒に該当するものであるため、実際にメディアを任意でアクセスして再生するときにも
視聴に影響を及ぼさない水準であると言える。
【００６１】
　上述した例では、２０個のフレームを１つにグループ化したが、コンテンツに応じてグ
ループ化するフレームの個数を自由に調整することが可能である。したがって、コンテン
ツに応じて分解能を適切に制御すれば、直接的なアクセスによる分解能の問題も解決する
ことができる。
【００６２】
　一方、他の実施形態として、オーディオコンテンツを構成するそれぞれのオブジェクト
に対して生成されたフレームを「オブジェクト別」に整列して格納することにより、多重
オブジェクトオーディオコンテンツファイルを生成する場合には、「同じ再生時刻を有す
るフレームに対する個別的な位置情報」を索引情報として該当の多重オブジェクトオーデ
ィオコンテンツファイルのヘッダに格納することもできる。
【００６３】
　図６は、本発明に係るオブジェクト基盤オーディオサービスのためのオーディオプリセ
ット生成方法に対する一実施形態を示すフローチャートである。
【００６４】
　オーディオエンコーディング装置は、多重オブジェクトオーディオコンテンツの構成に
用いられる複数のオーディオオブジェクト（オブジェクト信号）の入力を受け（６００）
、編集者に提供する。
【００６５】
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　この後、編集者は、多重オブジェクトオーディオコンテンツの構成に用いられるオブジ
ェクトを選択するようになる。すなわち、オーディオエンコーディング装置は、編集者か
らオーディオプリセットの生成に必要なオーディオオブジェクトの選択を受けるようにな
る（６０２）。
【００６６】
　次に、オーディオエンコーディング装置は、編集者から選択されたそれぞれのオーディ
オオブジェクトに対するプリセット設定情報（例えば、３次元プリセットを生成する場合
には、それぞれのオブジェクト信号のレベルおよび３次元空想における位置情報が該当し
、２次元プリセットを生成する場合には、それぞれのオブジェクト信号のレベル情報が該
当する）の入力を受ける（６０４）。
【００６７】
　この後、オーディオエンコーディング装置は、編集者から入力された設定情報によって
該当のオーディオオブジェクトの信号レベルまたは３次元空間上の位置を設定してオーデ
ィオプリセットを生成する（６０６）。
【００６８】
　このような過程を介して生成されたオーディオプリセットに対する全体個数およびプリ
セット名（Ｐｒｅｓｅｔ　ｎａｍｅ）を含む「プリセット関連情報」を生成する（６０８
）。
【００６９】
　すなわち、編集者は、それぞれのオブジェクト信号の大きさと位置情報などを相違させ
ながら複数のプリセット情報を生成した後、これに対する情報を多重オブジェクトオーデ
ィオコンテンツファイルのビットストリームに格納してユーザに提供することにより、ユ
ーザがこのうちのいずれか１つを自身の趣向によって選択できるようにする。
【００７０】
　図６によるプリセット生成過程を具体的に説明すれば、次のとおりとなる。すなわち、
歌手の声（ボーカル）、その他、ピアノ、ドラム、キーボードなどのオーディオオブジェ
クトを用いて複数のプリセットを生成する場合について説明する。
【００７１】
　□プリセット１（ボーカルモード）：ボーカル（レベル９）、その他（レベル０）、ピ
アノ（レベル０）、ドラム（レベル０）、キーボード（レベル０）
　□プリセット２（ＭＲモード）：ボーカル（レベル８）、その他（レベル８）、ピアノ
（レベル８）、ドラム（レベル８）、キーボード（レベル８）
　□プリセット３（カラオケモード）：ボーカル（レベル０）、その他（レベル９）、ピ
アノ（レベル９）、ドラム（レベル９）、キーボード（レベル９）
【００７２】
　上述したように３つのプリセットを設定した後、設定されたプリセット、プリセットの
数、プリセット名などは、該当の多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルのビッ
トストリームに格納される。
【００７３】
　以後、ユーザは、１つの音楽コンテンツからボーカル（Ｖｏｃａｌ）モード、ＭＲモー
ド、カラオケ（Ｋａｒａｏｋｅ）モードのうちのいずれか１つを選択して聴取できるよう
になる。
【００７４】
　以上、編集者側のオーディオエンコーディング装置に適用されるオーディオプリセット
（編集者定義プリセット）生成方法について説明したが、これはユーザのコンテンツ再生
端末に適用されるオーディオプリセット（ユーザ定義プリセット）生成方法にも同じよう
に適用される。
【００７５】
　図７は、本発明に係る編集者側オーディオエンコーディング装置の画面構成図であり、
入力されたオーディオオブジェクトを介して多様なオーディオプリセットを生成する場合
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を示す。図７において、プリセット１（フル（Ｆｕｌｌ））と関連した１（－１　０　０
）（０．９）において、「１」はオブジェクト、「（－１　０　０）」は３次元空間上の
位置、「（０．９）」はオブジェクト信号のレベルを示す。
【００７６】
　図８は、本発明に係るユーザのコンテンツ再生端末の画面構成図である。
【００７７】
　ユーザのコンテンツ再生端末では、プリセット名をユーザに示し、ユーザが特定のプリ
セットを選択すれば、該当のプリセット情報による該当のオブジェクトのレベル、位置情
報を用いてオーディオ場面を構成する。
【００７８】
　ユーザがプリセットを設定する場合、オーディオオブジェクト名（ＴＡＧ　Ｎａｍｅ）
をユーザに示し、該当のオブジェクトのレベルおよび位置をユーザが設定できるようにし
た後、ユーザが設定した情報を格納してユーザプリセット（ユーザが定義したプリセット
）を生成する。
【００７９】
　図９は、本発明に係る多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルの編集方法に対
する一実施形態を示すフローチャートであり、ユーザのコンテンツ再生端末における多重
オブジェクトオーディオコンテンツファイルの編集過程を示す。
【００８０】
　ユーザのコンテンツ再生端末は、多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルに対
するオブジェクト情報およびオーディオプリセット情報を出力する（９００）。このとき
、ユーザは、オブジェクトまたは／およびプリセットを変更しようとする場合には、所望
する変更要求事項を入力する。そして、オーディオプリセット情報には、オーディオプリ
セット、プリセット関連情報などが含まれるが、これは多重オブジェクトオーディオコン
テンツファイル内に格納されていたり、または多重オブジェクトオーディオコンテンツフ
ァイルとは別途の独立ファイルに格納されている。
【００８１】
　この後、コンテンツ再生端末は、ユーザの要求に応じて多重オブジェクトオーディオコ
ンテンツファイルに対するオブジェクトまたは／およびプリセットを変更する（９０２）
。
【００８２】
　図には示していないが、オーディオプリセット情報が別途の独立ファイルに格納されて
いる場合には、ユーザの要求に応じて事後的に該当の多重オブジェクトオーディオコンテ
ンツファイルに格納することができる。
【００８３】
　このような編集方法を介して、ユーザは、既存のオブジェクト基盤オーディオコンテン
ツファイルにおいて特定のオーディオオブジェクトを除去、変更（新たなオーディオオブ
ジェクトに交換）したり、新なたオーディオオブジェクトを追加して新たなコンテンツフ
ァイルを生成することができる。例えば、音楽コンテンツに自身が直接歌った歌を１つの
オブジェクトとして追加して他人に配布することができる。また、ユーザは、それぞれの
オブジェクトのレベルおよび位置などの情報を自身の趣向によって新たに定義した後、こ
の情報を該当のコンテンツファイル内部や外部の別途のファイルに格納することができる
。
【００８４】
　図１０は、本発明に係る多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルの再生方法に
対する一実施形態を示すフローチャートであり、ユーザのコンテンツ再生端末で実行され
る多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルの再生過程を示す。
【００８５】
　ます、ユーザの要請に応じて、コンテンツ再生端末は、多重オブジェクトオーディオコ
ンテンツファイルを分析した後（１０００）、この分析結果から多重オブジェクトオーデ
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００２）。ここで、多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルは、再生時刻が同じ
フレームが同じフレームグループに格納されているファイルとすることができ、この場合
には、該当のフレームグループに属する１番目のフレームの位置情報が該当の索引情報と
なるであろう。これとは異なり、多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルがオブ
ジェクトフレームがオブジェクト別に格納されているファイルである場合には、再生時刻
が同じフレームに対する個別位置情報が該当の索引情報となる。
【００８６】
　この後、コンテンツ再生端末は、取得した索引情報を用いて再生時刻が同じオブジェク
トフレームを検索して多重オブジェクトオーディオコンテンツファイルを再生する（１０
０４）。
【００８７】
　図１０には示していないが、コンテンツ再生端末は、ユーザの要請に応じて多重オブジ
ェクトオーディオコンテンツに対するオーディオプリセットの種類を出力し、これによっ
てユーザから選択されたオーディオプリセットの設定情報を用いて該当のオーディオ場面
を構成する機能をさらに実行する。ここで、オーディオプリセット情報は、多重オブジェ
クトオーディオコンテンツファイル内に格納されていたり、または多重オブジェクトオー
ディオコンテンツファイルとは別途の独立ファイルに格納されている。
【００８８】
　上述したような本発明の方法は、プログラムで実現されてコンピュータで読み取ること
ができる形態であり、記録媒体（ＣＤ－ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、フロッピーディスク、
ハードディスク、光磁気ディスクなど）に格納されることができる。このような過程は、
本発明が属する技術分野において通常の知識を有する者が容易に実施することができるた
め、これ以上の詳しい説明は省略することにする。
【００８９】
　以上で説明した本発明は、本発明が属する技術分野において通常の当業者によって、本
発明の技術的思想を逸脱しない範囲内で多様な置換、変形、および変更が可能であるため
、上述した実施形態および添付の図面によって制限されるものではない。
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